
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月から９月まで 

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施 

～ 熱中症死亡ゼロを目指して ～ 

 

○ 令和６年の大阪府内の職場における熱中症の発生状況は、死亡者は９人
（前年 1 人）で全国の死亡者数の３割を占め、休業４日以上の死傷者数は
94 人(前年 54 人)で、共に前年より大幅な増加となりました。 

これらの中には、体調不良となった後も炎天下や高温の屋内での作業を継
続して熱中症を発症したケースや、本人や周りが異変を感じた時に、すぐに
作業から離れさせ、医療機関に搬送するという「異常時の措置」がとられて
いなかったものもありました。 

〇 気象庁が発表した（令和７年４月 22 日発表）向こう 3 か月の天候の見通し（令
和７年５月から７月）では、近畿地方の気温は出現確率 60％の割合で、平
年より高い予報となっています。 

○   労働安全衛生規則が改正され「熱中症による重篤化を防止するための措
置」が罰則付きで事業主に義務化されます 

○ （令和７年 6 月 1 日施行）。 
改正規則に特化したセミナー開催する他、様々な取り組みを実施いたしま

す。  

〇 このため、大阪労働局（局長 志村 幸久）では、職場における熱中症予
防対策の一層の推進を図るため、本年も５月から９月までの期間「STOP ! 
熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。 
 (重点取組期間を 7 月に設定)  

○ 大阪労働局では、本キャンペーン期間中に次頁の取組を行い、熱中症予防
対策の徹底を図ります。 
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 令和７年度の熱中症予防対策の取組について 

 

(1) 専用リーフレット等による周知啓発（資料１参照） 

※暑さ指数（WBGT 値）とは、気温に加え、湿度、風速、輻射（放射）熱を考慮して労働

環境において作業者が受ける暑熱環境による熱ストレスの評価を総合的に行う指標で

す。 

(２) セミナーの開催 

キャンペーン期間中、暑さが本格化する６月～８月に合わせ、熱中症予防対策セミナーを

開催します。 

① 熱中症予防対策セミナー（資料２参照） 

行政から熱中症対策の情報、気候変動適応法及び熱中症警戒アラート等の情報の提

供のほか、専門医から、医師の視点による具体的な熱中症対策等の説明を行います。 

② 熱中症対策セミナー【重篤化防止】（資料３参照） 

熱中症による労働者の死亡災害の殆どが、「初期症状の放置」「初期対応の遅れ」が

原因となっていることから、専門医による「熱中症による重篤化のメカニズム」の解

説、大阪市消防局による「熱中症による救急搬送の要否の判断と搬送までの応急処置

等」の解説等、熱中症による重篤化を防止するために重要な知識についてセミナーを

行います。 

(３) キャンペーン期間中に実施するパトロール及び事業場指導等において、熱中

症予防対策に取り組むよう指導します。 

 

（４）労働安全衛生規則の改正について周知・指導を行います。（資料４参照） 

熱中症による重篤化を防止するため、熱中症のおそれがある作業者へ早期に対応す

るための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成、これらの体制

や手順の関係作業者への周知が、罰則付きで事業主に義務付けられます。 

（令和７年 6 月 1 日施行） 

  

（５）ホームページでの周知広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪労働局 
職場における熱中症予防対策 

大阪産業保健総合支援センター 

熱中症セミナー情報 

厚生労働省 
クールワークキャンペーン 
【実施要綱】 

厚生労働省 
クールワークキャンペーン 
（職場における熱中症予防対策） 

 

日本語他１０か国語の熱中症対策の 

リーフレットも掲載されています 

 

熱中症対策の強化について 






































